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1. 概要  

本資料は，再処理施設の設計基準対象施設に対する後次回申請を含めた竜

巻防護対策設備の強度計算の方針について，補足説明するものである。  

ここでは，再処理施設の飛来物防護ネットで用いる防護ネットの構成部品

であるシャックルの許容限界として，製造メーカの保証値を採用する方針と

していることから，保証値の設定について説明するものである。  

また，本資料は，第１回申請（令和２年 12 月 24 日申請）のうち，以下に

示す添付書類の補足説明に該当するものである。  

・再処理施設  添付書類「Ⅴ－別添１－１  竜巻への配慮が必要な施設の

強度計算の方針」  

・再処理施設  添付書類「Ⅴ－別添１－２  竜巻への配慮が必要な施設の

強度計算書」  

 

2. 保証値の設定経緯  

防護ネットの標準設計においては，ネットの枠材（ H 型鋼等で構成）への

部品の収まりを考慮して，シャックルについては，高強度である「軽量シャ

ックル」（ K 社製）の使用荷重８ t タイプ（ 78.4kN)を標準設計として採用し

ている。  

また，ネット寸法は出来るだけ大きい方が軽量化の観点でメリットがある

が，ネットの寸法が大きくなると飛来物の衝突時にシャックルに発生する引

張荷重も増大するため，製造メーカにてプルーフロード (使用荷重の２倍：

156.8kN)で引張試験を実施し，この荷重を短期荷重に対する保証値として設

定することで，ネット寸法の設定に幅を持たせることが可能となっている。 

 

 

3. 保証について  

上記シャックルの納品に際しては，製造メーカより第３ -１図に示す様な

試験成績書が発行され，上記の保証値を担保するものとして残される。  
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第３ -１図  メーカ試験成績書 (例 ) 
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